
食育推進に関する主な取組（平成２８年度） 
 

保健福祉部・農政部・県教育委員会事務局 
平成２８年９月６日 

 

基本目標１ 豊かな食に感謝し親しむ機会を増やします 

 

(1) 食育推進運動の展開 

・ とちぎ食育推進大会 2016 の開催(10/29、30) 〔健康増進課・農政課・健康福利課〕 

・ 消費者団体、農業団体等で構成するとちぎ食育推進連絡会の開催 

 〔健康増進課・農政課・健康福利課〕 

・ 小中高校生等を対象とした絵画・ポスターコンクールの実施(夏休み) 〔健康福利課〕 

 

(2) 学校における家庭・地域と連携した食育の充実 

・ とちぎの地産地消給食推進事業 〔農政課〕 

・ 地場産物活用給食推進委員会の開催(5/31、8/5、11 月) 〔健康福利課〕 

・ 栄養教諭・学校栄養職員等研修会の開催(7/12・約 250 名) 〔健康福利課〕 

・ 学校給食レシピ集の作成・配布(1,200 部) 〔健康福利課〕 

・ 食育出前講座の実施 〔農政課〕 

 

(3) 農業体験等食に関する体験活動の促進  

・ 農村レストランにおける食育の推進(10 月・2 カ所) 〔農政課〕 

・ とちぎ夢大地応援団カレッジによる活動(大学生・延べ 90 人/3 回) 〔農村振興課〕 

・ 多面的機能支払の田んぼまわりの生き物調査(子ども 10,400 人) 〔農村振興課〕 

・ エコ農業とちぎ推進公開ほ場の実施(7 カ所) 〔経営技術課〕 

  

(4) 多様な暮らしに対応した共食を楽しむ機会の拡大 

・ 絵日記・フォトエッセイコンテストの実施 〔人権・青少年男女共同参画課〕 

・ 子育てにやさしい事業所の表彰 〔人権・青少年男女共同参画課〕 

・ 「男の料理教室」、「おやこの食育教室」の開催(各市町食生活改善推進協議会主催) 

 〔健康増進課〕 

 

(5) 優れた食文化の継承・発展 

・ 地域で親しまれているご当地料理の発掘・普及 〔農政課〕 

・ 郷土料理などのパネル展示(県庁 15 階ロビー)、パンフレットの配布(随時) 〔農政課〕 

・ 小学 4～6 年生を対象とした料理コンクールの開催(食生活改善推進員協議会主催) 

 〔健康増進課〕 

(6) 地産地消の推進 

・ 農業・商工業団体等で構成するとちぎ地産地消県民運動実行委員会の開催 〔農政課〕 

・ けんちょう de 愛ふれあい直売所の開催(9 回/年) 〔農政課〕 

・ とちぎの地産地消推進店の PR(201 店舗) 〔経済流通課〕 

・ 県産農産物を活用した「とちぎフェア」の開催 〔経済流通課〕 

・ 旅館及びホテルを対象とした県産農産物活用研修会の開催 〔経済流通課〕 

・ フードバレーとちぎ県産品利用拡大研究部会による新商品開発促進(乳製品、いちご) 

 〔産業政策課、工業振興課、農政課、生産振興課、畜産振興課〕 

資料２ 



基本目標２ 健全な食生活による心身の健康を培う環境づくりを進めます 

 

(1) 食環境の整備 

・ 食生活改善推進員の養成(会員 1,951 人)、リーダー研修会の開催(5 回) 〔健康増進課〕 

・ とちぎのヘルシーグルメ推進店の登録拡大 〔健康増進課〕 

・ 飲食店向け外食栄養成分表示ガイドブックの作成(5,000 部) 〔健康増進課〕 

・ 県民向け外食栄養成分表示の活用方法リーフレットの作成(15,000 部) 〔健康増進課〕 

 

(2) 規則正しい食事の推進 

・ 朝食を食べよう推進事業の実施(各市町食生活改善推進協議会主催) 〔健康増進課〕 

 

(3) 栄養バランスのとれた食生活の推進 

・ 牛乳製品を使った料理教室の開催(各市町食生活改善推進協議会主催) 〔健康増進課〕 

 

基本目標３ 食の安全・安心等について関係者相互の信頼を築く取組を進めます 

 

(1) 食に関わる事業者による取組の情報の提供促進 

・ GAP の実践及び農場点検(33 組織) 〔経営技術課〕 

・ とちぎハサップの認証(66 施設) 〔生活衛生課〕 

・ 事業者を対象とした食品の適正表示講習会の開催(2 回/年) 〔生活衛生課〕 

・ とちぎ食の安全・安心パートナーの登録(9 事業者) 〔生活衛生課〕 

 

(2) 消費段階の取組の促進 

・ 「食品表示相談窓口」の設置(くらし安全安心課、各農業振興事務所) 〔くらし安全安心課〕 

・ 子どもを対象とした食品表示講座の開催(7/23、31) 〔くらし安全安心課〕 

・ くらしのセミナーの開催(1 回/年) 〔くらし安全安心課〕 

・ 消費者対象の講習会、研修会開催(広域健康福祉センター) 〔生活衛生課〕 

・ 食品安全に関する講座の開催(小中学生対象・6 回) 〔生活衛生課〕 

・ 放射性物質の影響に関する検査の実施、情報提供(販売する全ての農産物等) 〔農政課〕 

 

(3) 事業者と消費者の相互理解の推進 

・ 第 15 回とちぎ食品安全フォーラムの開催(10/13・県庁研修館講堂) 〔生活衛生課〕 

・ 食品安全地域フォーラムの開催(県東地区) 〔生活衛生課〕 

・ 食品安全セミナーの開催(7/14・佐野市、12/1・県庁) 〔生活衛生課〕 

・ 食品への放射性物質の影響に関する意見交換会等の開催 〔農政課〕 

・ エコ農業とちぎ実践宣言・応援宣言の取組の促進(実践店舗 24 店) 〔経営技術課〕 


